
 
 

１．建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合にお

ける応急措置または適当な防止の措置 

２．安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的

点検および整備 

３．作業の安全についての教育および訓練 

４．発生した災害原因の調査および対策の検討 

５．消防および避難の訓練 

６．作業主任者その他安全に関する補助者の監督 

７．安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録 

８．その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作 

業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、 

必要な措置 

９．安全に関する方針の表明に関すること 

10．危険性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること 

11．安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること 
 

 

 

安 全 管 理 者 

氏     名 

 

 

安全管理者の職務 
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等
に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防
止するため必要な措置を講じなければならない。 

 


